
 

青森県農業農村整備設計単価管理要領 

 

平成２４年３月２７日制定 

令和４年３月２５日改正 

 

１ 適用 

この管理要領（以下「要領」という。）は、青森県農林水産部農村整備課所管の農業農

村整備事業（以下「事業」という。）の土木・建築工事及び委託業務の積算に用いる設計

単価、積算基準（歩掛）等の決定（改定）及び管理に適用する。 

 

２ 用語の定義 

（１）主要資材 

   主要資材とは、アスファルト合材、生コンクリート、骨材、鉄筋コンクリート用棒

鋼をいう。 

（２）一般資材 

   一般資材とは、主要資材以外の資材をいう。 

（３）労務単価 

   労務単価とは、農林水産省及び国土交通省が所管する公共工事に従事した建設労働

者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定した公共工事設計労務単価をいう。 

（４）市場単価 

   市場単価とは、材料費、労務費、機械経費等で構成される施工単位当たりの市場で

の取引価格をいう。 

（５）土木工事標準単価 

   土木工事標準単価とは、標準的な工法による施工単位当たりの直接工事費で、歩掛、

材料費、労務費、機械経費（損料賃料）等によって算出された単価をいう。 

（６）物価資料 

   物価資料とは、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会が発行している以下の

刊行物をいう。 

ア 「建設物価」（月刊）(ＷＥＢ物価版を含む) 

イ 「積算資料」（月刊）（積算資料電子版を含む） 

ウ 「土木コスト情報」（季刊）（デジタル土木コスト情報を含む） 

エ 「土木施工単価」（季刊） 

オ 「建築コスト情報」（季刊） 

カ 「建築施工単価」（季刊）   

（７）特別資料 

   特別資料とは、物価資料及び市場単価で把握できない資材の単価を決定するために

建設資材調査により作成した以下の資料をいう。 

ア 県土整備部設計単価表 

イ 森林土木事業基本単価表 

ウ その他の県の工事発注機関が作成したもの 

（８）国公表資料 

 東北農政局等が独自に調査し、公表している資料をいう。 



 

（９）建設資材調査 

   建設資材調査とは、年度版、定期設計単価の決定のために行う資材及び臨時調査対

象資材の市場価格（取引価格）調査をいう。 

（10）臨時調査 

  臨時調査とは、特別資料に掲載されていない資材、物価資料に掲載されているが規

格が異なる資材、又は、市場に流通しているが受注生産（設計提示）している資材等

の単価を決定するための臨時の調査をいう。 

（11）見積書 

   見積書とは、製造会社、販売会社等から徴取したものをいう。 

 

３ 設計単価の決定 

農業農村整備設計単価表に掲載されている単価によるものとし、農業農村整備設計単

価表に掲載されていない単価の決定方法は、物価資料、特別資料、国公表資料、臨時調

査、見積書の順によることを原則とする。 

 

４ 設計単価の改定時期 

（１）設計単価は原則として４月１日及び１０月１日に全面改定を行う。 

（２）４月１日改定は３月期（調査期間：１月下旬から２月上旬）、１０月１日改定は９月

期（調査期間：７月下旬から８月上旬）の特別資料及び物価資料に基づき決定する。 

（３）上記以外の単価改定の必要が生じた場合の適用月日は、原則として物価資料の翌号

発行月の１日とする。（例えば、５月号（５月期）であれば６月１日適用、春号（４

月発行）であれば夏号発行月となる７月１日適用とする。） 

 

５ 設計単価の管理基準 

（１）管理は物価資料に掲載されている単価の毎号管理を原則とする。 

（２）物価資料に掲載されている資材等、市場単価及び土木工事標準単価については、変

動が生じた場合に改定することを標準とする。 

 

６ 建築工事の単価の決定等について 

「青森県建築工事単価等決定要領」による。 

 

７ その他 

本要領の運用は、別途「青森県農業農村整備設計単価管理要領の運用」に定める。 

 

 

附 則 

１ この要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

２ 前要領「農業農村整備土木資材単価管理要領」は廃止する。 

附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この要領は、平成２８年４月１日から適用する。 



 

附 則 

１ この要領は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この要領は、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この要領は、令和２年１０月１日から適用する。 

附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から適用する。 


